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君津市空き家調査クラウドシステム導入業務委託 

プロポーザル業務提案書等評価要領 

 

１．評価要領の位置付け 

  本評価要領は、君津市空き家調査クラウドシステム導入業務委託プロポー

ザル実施要領（以下「実施要領」という。）に基づき、君津市空き家調査クラ

ウドシステム導入業務委託の契約候補者を、君津市空き家調査クラウドシス

テム導入業務委託プロポーザル審査委員会が選定するための評価基準等を示

すものである。 

 

２．書類審査 

  書類審査は、実施要領のプロポーザル参加資格要件に適合した者に対して、

提出された参加資格確認書類等を審査する。 

 なお、参加申込書の提出者が６以上の場合には、参加資格要件を確認すると

もに、次の評価基準により審査し、５者程度をプレゼンテーション審査へ参

加させる。 

 

企業の評価（書類審査） 

事務局審査 

(1)同種業務の実績 

 過去５年内で地方公共団体発注の完了した同種業務の件数を 1 件あたり１

０点として、３件まで評価とする。 

 同種業務…君津市空き家調査クラウドシステム構築・提供・運用やその支援

を行った業務 

 

実績件数 点数 

同種業務３件 ３０（１０×３件） 

～ ～ 

同種業務１件 １０（１０×１件） 

 

技術者の評価（書類審査） 

事務局審査 

(2)技術者の同種業務の実績の件数 

 過去５年内で地方公共団体発注の完了した同種業務の件数を 1 件あたり１０

点として、３件まで評価とする。 

 同種業務…空き家調査クラウドシステムの構築・提供・運用やその支援を行

った業務。 

実績件数 点数 

同種業務３件 ３０（１０×３件） 
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～ ～ 

同種業務１件 １０（１０×１件） 

※(1)、(2)における同種業務については、「君津市空き家調査クラウドシステ

ム導入業務委託 仕様書」1-1 概要に記載している目的を踏まえたものとす

る。 

 

３．提案（プレゼンテーション）審査 

委員審査 

  提案審査は、企画提案書をもとにしたプレゼンテーション方式とし、各委

員が評価項目ごとに評価する（見積書は除く）。 

  採点は全ての提案者によるプレゼンテーションが終了してから評価を行う

ものとする。各委員が採点した合計点を提案者の点数とする。 

 

４．プレゼンテーション審査 評価基準 

評価項目 主な評価基準 配点 

理解度 社会における空き家、空き家対策の

現状を踏まえ、本業務の背景、目的及

び業務内容を十分理解できている

か。 

２０ 

(５×４人) 

実施手順 業務のフローや工程が明確に示され

ているか。また妥当であるか。 

２０ 

(５×４人) 

空き家調査クラウ

ドシステム導入に

向けた検討 

空き家調査クラウドシステム導入の

検討にあたり想定される課題と対応

策が示されているか。また妥当であ

るか。 

４０ 

(１０×４人) 

空き家調査クラウ

ドシステム運用に

向けた検討 

持続的な運用にあたり想定される課

題と対応策が示されているか。また

妥当であるか。 

４０ 

(１０×４人) 

追加の提案 仕様書に定めのない追加提案があ

り、それが具体性、実現性のある有益

なものであるか。 

※この提案は本業務費用に含むもの

とする。 

２０ 

(５×４人) 

プレゼンテーショ

ン 

提案内容の説明が分かりやすく、質

問に対し適切な応答を行い、業務を

成功させる意欲を感じるか。 

２０ 

(５×４人) 

見積金額 全体の最低見積金額／提出見積金額

×２０ 

２０ 
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※見積金額：システム導入委託料＋

システム使用料月額×３６か月 

※小数点以下切り捨て 

合計       （書類審査６０点を含めた点数） ２４０ 

 

５．契約候補者の選定 

  書類審査と提案審査の合計点数が最低基準点（１４４点）を上回り、かつ最

も高い参加者を契約候補者として選定し、次点の参加者を次点候補者に選定

する。選定にあたり、合計点数の最も高い者が同点で複数の場合は、提案審査

の合計点数が高い者を選定し、提案審査の合計点数が同点の場合は、見積金

額の低い者を選定する。提案価格が同じ場合は、くじにより選定する。 

なお、本プロポーザル選定に参加した者が１者であっても、審査を行い、

合計点数が最低基準点（１４４点）を上回った場合は、契約候補者として選

定する。 

審査結果は、資格確認（書類審査）については参加者全員に、提案審査に 

ついては審査対象者（書類審査通過者）全員に文書で通知する。 

 

 


